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1. 背景と目的 
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2. 公園緑地行政における緑道施策 
(1)公園緑地行政における緑道の変遷 
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(2)都市問題研究会による緑道整備の提言 
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(3)都市公園整備計画における緑道整備の位置付け 
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年年度度 自自転転車車専専用用道道 自自転転車車歩歩行行者者専専用用道道 歩歩行行者者専専用用道道

1970

道路構造令第10条に規定された自転車道および自
転車歩行者道が主として混合交通による交通事故
の防止を目的としているのに対して，本第39条に
規定された自転車専用道路等は主としてスポー
ツ・レクリエーションとしてのサイクリングやハ
イキングによる健康の増進などに寄与することを
大きな目的としている．
幅員：最低幅員2m （2.5m～3mが望ましい)

記載なし 設置目的
1.安全性：現在事故の中で大きな比重を占めている歩行者の被害をなくせる．運転者の
側からも歩行者に対する注意が不要となるので（特に横断面の道路），注意する対象が
少なくなり，安全度が高くなる
2.快適性：歩行者は自動車の騒音，排気ガス等から解放される．運転者は歩行者に対す
る注意が不要となる．
3.交通の円滑化：歩行者と自動車の混合交通をなくすことにより，交通流が円滑になる
幅員:1.5m(特別な場合1m) 沿道の環境に応じて拡幅

1983

道路構造令第10条に規定された自転車道および自
転車歩行者道が主として混合交通による交通事故
の防止を目的としているのに対して，本第39条に
規定された自転車専用道路等は自転車および歩行
者交通の安全を図ることを目的としているほか
に，スポーツ・レクリエーションとしてのサイク
リングやハイキングによる健康の増進などに寄与
することを目的として設置されている場合が多
い．
幅員:3m以上(2m+側方余裕幅)

記載なし 設置目的
1.安全性：現在事故の中で大きな比重を占めている歩行者の被害をなくせる．運転者の
側からも歩行者に対する注意が不要となるので（特に横断面の道路），注意する対象が
少なくなり，安全度が高くなる
2.快適性：歩行者は自動車から解放され，自動車に対する注意が不要となる．
3.交通の円滑化：歩行者と自動車の混合交通をなくすことにより，交通流が円滑になる)
利用のされ方
大別して通勤等の日常交通と散策等のレクリエーション交通に分けられるが，さらに都
市部においては防災避難経路としての機能も想定される．
幅員:1.5m(特別な場合1m) 沿道の環境に応じて拡幅
都市部においては4m以上確保することが望ましい．植樹帯を設ける場合は幅員を6m以
上とるのがのぞましい

2004

道路構造令第10条に規定された自転車道および自
転車歩行者道が主として混合交通による交通事故
の防止を目的としているのに対して，本第39条に
規定された自転車専用道路等は自転車および歩行
者交通の安全を図ることを目的としているほか
に，スポーツ・レクリエーションとしてのサイク
リングやハイキングによる健康の増進などに寄与
することを目的として設置されている場合が多
い．
幅員:3m以上(2m+側方余裕幅)

幅員：自転車専用
道の幅員にさらに
歩行者のための幅
員が必要．
既定値の4mは自転
車の通行に必要な
幅1mに車椅子のす
れ違いに必要な2m
および側方余裕幅
を1m以上加えるこ
とにより，定めた
ものである．

設置目的
1.安全性：現在事故の中で大きな比重を占めている歩行者の被害をなくせる．運転者の
側からも歩行者に対する注意が不要となるので（特に横断面の道路），注意する対象が
少なくなり，安全度が高くなる
2.快適性：歩行者は自動車から解放され，自動車に対する注意が不要となる．
3.交通の円滑化：歩行者と自動車の混合交通をなくすことにより，交通流が円滑になる)
利用のされ方
大別して通勤等の日常交通と散策等のレクリエーション交通に分けられるが，さらに都
市部においては防災避難経路としての機能も期待される．
幅員:1.5m(特別な場合1m) 沿道の環境に応じて拡幅
都市部においては4m以上確保することが望ましい．植樹帯を設ける場合は幅員を6m以
上とるのがのぞましい

2
 

1976

5

2
5 (1976-1980)

7) 1981

8)  

9)

6 7
4 5

(1986-1991)

10)

10m
6

(1996-2001)

11)  

3. 道路行政における緑道施策 
(1)道路行政における緑道の位置付け 
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4. 1970年代以降の各地域の緑道計画の動向 

(1)  大阪府の緑道計画 
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図-315)
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 (2)  名古屋市の緑道計画 

a)緑のまちづくり構想（1973） 
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b)名古屋市緑道整備基本計画（1981） 
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(3) 東京都の緑道計画 
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5. 大阪市の緑道計画と緑道整備 

(1) 緑道整備の上位計画 
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(2)  緑道の整備 
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表-2 
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6.  結語 
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地網整備促進事業 
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用道 1977-1984 ◯    街路事業 ◯ 

茨田歩行者専用
道 1979-1980 ◯    街路事業 ◯ 

中之島歩行者専
用道 1978-1988 ◯    街路事業 ◯ 

大和川歩行者専
用道 1988-1992 ◯    街路事業 ◯ 

細江川 1986-1988   ◯  河川環境整備事業/ 
防災緑地網整備促進事業 ◯ 

史跡連絡遊歩道 1974- ◯ 道路事業 
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